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森林生態系多様性基礎調査における精度検証調査に関する民間競争

入札実施要項 

 

 

趣旨 

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成 18 年法律第 51 号。以下「法」と

いう。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益

を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施

について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、

国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。上記を踏

まえ、林野庁は、公共サービス改革基本方針(平成 25年６月 14日閣議決定)別表において民間

競争入札の対象として選定された森林生態系多様性基礎調査事業について、公共サービス改革

基本方針に従って、民間競争入札実施要項(以下「実施要項」という。)を定めるものとする。 

 

１．対象公共サービスの概要 

 

  森林生態系多様性基礎調査(以下「基礎調査」という。)における精度検証調査(以下「本

事業」という。)は、適切な森林施業の確保や国際的な課題となっている「持続可能な森林

経営」に向け、森林の状態と変化の動向を全国統一の手法で計画的に把握するために行われ

る基礎調査における精度の検証・向上等を実施するものであり、平成 22 年度から毎年実施

している。 

 

(１)事業の対象 

   基礎調査(※)においては、全国土について、４km 間隔の格子線を想定し、その交点の

うち、森林に該当する調査点約１万６千点の定点観測網を設定し、５年をかけてこれらを

網羅するように植生等の調査を実施(平成 11 年度から平成 21 年度までは森林資源モニタ

リング調査として同様の調査実施)しているところ。本事業では基礎調査における精度向

上のための研修等を行う。 

※基礎調査については以下の URL を参照 

→http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/tayouseichousa/index.html 
 

(２)事業の内容 

   本事業では、基礎調査を実施する事業者(以下「基礎調査受託者」という。)の研修やコ

ントロール調査(基礎調査を行った調査プロットについて、別途独立した調査チームによ

る検証を行うことにより、計測誤差の有無や傾向の把握、調査結果の精度の客観的な保証、

今後の精度向上に向けた対策の検討を目的として実施する調査。以下同じ。)等を基礎調

査受託者十数者(15 ブロックで発注予定)を対象に実施する。 
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(３)事業の流れ 

契約締結後、有識者からなる委員会を速やかに設置し、年度内に２回程度開催するとと

もに、年内を目途に各事業者へのコントロール調査等を実施し、年度内に報告書を提出。 

 

２．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質に関

する事項 

 

(１)対象公共サービスの詳細な内容 

ア 業務期間 

平成 31 年度中の契約締結日から平成 36年３月○日(平成 31年度から平成 35年度)ま

でとする。 

 

イ 貸与物件 

(ア)過年度の本事業に係る報告書(入札説明会等において閲覧が可能) 

(イ)基礎調査受託者の一覧 

(ウ)基礎調査受託者実施の調査票 

   (注)上記資料の開示に当たっては、第三者に公表しない旨の誓約書を徴することとする。 

 

ウ 業務の引継 

    林野庁は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、民間事業者及び次回の事業者に対し

て必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 

    本事業の終了に伴い民間事業者が変更となる場合には、本事業を受注した民間事業者

は、次回の業務開始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、次回の事業者に

対し、引継ぎを行うものとする。 

    なお、その際の事務引き継ぎに必要となる経費は、本事業を受注した民間事業者の負

担となる。 

 

エ 業務の詳細な内容 

    本事業の内容は以下のとおりであるが、各業務について、適切かつ確実に行う工夫を

求めるとともに、特に、下記(オ)、(カ)、(キ)の業務については、より良質かつ低廉な

サービスを実現する観点から、民間事業者の創意工夫を求める(業務実施の具体的な方

法については、企画書(５．(２)ウ参照)に記載する)。 

また、民間事業者は月に 1 回の進捗状況の報告をメール又は対面で行うことに加え、

必要に応じて随時、電話等で連絡調整を行うことを通じて、林野庁と連携を図り、円滑

かつ確実な業務実施に努めることとする。 

・事業の準備→ 詳細は以下の (ア) 

・基礎調査受託者に対する研修→ 同 (イ) 
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・委員会開催→ 同 (ウ) 

・コントロール調査 → 同 (エ) 

・コントロール調査結果の分析→ 同 (オ) 

・基礎調査の入力プログラムの改良→ 同 (カ) 

・基礎調査の調査マニュアルの改良→ 同 (キ) 

・基礎調査受託者へのヘルプデスクの設置・運営→ 同 (ク) 

・基礎調査のデータ入力効率化の検討→ 同 (ケ) 

・基礎調査の進捗等管理システムの構築・運用→ 同 (コ) 

・事業報告書作成→ 同 (サ) 

・納品及び実績報告書等の経理業務→ 同 (シ) 

 

(ア)事業の準備(実施時期：契約後から２ヶ月程度) 

ａ 本事業の実施に当たり、７名以上の委員会委員候補への就任依頼をすること。 

ｂ 委員候補については事前に林野庁に連絡・相談すること。 

ｃ 基礎調査受託者向け研修の内容・場所について検討すること。 

ｄ コントロール調査の調査員の選定及び基礎調査受託者への巡回経路について検

討すること。巡回経路については基礎調査受託者との調整の上設定すること。 

 

(イ)基礎調査受託者に対する研修(実施時期：毎年度５月頃から７月頃※) 

ａ 基礎調査受託者を対象とした、講義及び現地での実技による研修を実施すること。

研修は各基礎調査受託者から２名以上受講させ、その旅費についての支払を行う。 

ｂ 研修者へアンケート調査を行い、次年度以降の研修改善の資料として集計・分析

すること。なおアンケートの作成に当たっては林野庁と調整すること。 

ｃ 基礎調査受託者に対する研修を通じて、コントロール調査を優先的に行うべき基

礎調査受託者の有無を判断するとともに、該当がある場合は当該者を優先的に巡

回する計画を検討すること。 

ｄ 研修の結果及びコントロール調査の結果を踏まえ翌年度の研修資料の作成を行

うこと。 

（※研修の実施時期については、平成 31 年度は契約時期の関係から７月頃までの実

施を可とするが、平成 32年度以降は早期に実施すること） 

 

(ウ)委員会開催(実施時期：毎年度６月頃から２月頃) 

ａ 各委員の日程調整や会場の確保及び事前の会議資料送付など委員会開催に向け

た事前準備を行うこと。 

ｂ 前回委員会あるいは事前資料送付時の委員からの指摘等を踏まえ、当日の委員会

の進行を円滑に行うこと。 

ｃ 委員旅費等の経理事務を適切に行うこと。 

ｄ 委員会については、当該年度の本事業の実施方針の検討、コントロール調査結果
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の(中間)報告、精度向上のための方策や課題について毎年度２回開催すること。

開催の目安としては、当該年度の事業方針等を検討する第１回を夏頃まで、とり

まとめ等を検討する第２回を１月から２月頃に、それぞれ開催。 

 

(エ)コントロール調査(実施時期：毎年度７月頃から 12 月頃) 

コントロール調査は基礎調査を行った調査点について、別途独立した調査チーム

による検証を行うことにより、計測誤差の有無や傾向の把握、調査結果の精度の客

観的な保証、今後の精度向上に向けた対策の検討を目的として実施する。コントロ

ール調査の対象箇所数は、基礎調査の調査区ごとに７箇所程度、合計 105 箇所程度

とし、具体の調査対象箇所は、基礎調査受託者の進捗状況を随時把握し、その調査

状況に応じて基礎調査受託者との調整により決定することとする。具体的な業務の

内容は以下のとおり。 

ａ コントロール調査を行う調査員の現地実習及びその測定結果の分析を行うこと。 

ｂ 基礎調査受託者の現地調査に同行してコントロール調査を行うこと。その際に調

査実施における精度向上にかかる助言等も行うこと。 

ｃ 基礎調査受託者の現地調査後に同一調査箇所においてコントロール調査を行う

こと。 

ｄ コントロール調査の実施に当たっては、効率的な巡回経路を設定・実行すること。 

 

(オ)コントロール調査結果の分析(実施時期：毎年度７月頃から１月頃) 

ａ コントロール調査の結果について、調査が終了したものから順次集計をしていく

こと。 

ｂ 全ての調査・分析が終了したら、コントロール調査との誤差(※)について全体及

び事業体ごとに結果を算出すること。 

ｃ ｂの結果を基に、事業体ごとの各調査項目についての特徴や傾向について分析す

ること。 

ｄ コントロール調査との誤差が大きい傾向にあるものについて抽出するとともに、

その原因について分析・考察すること。 

ｅ 今後の基礎調査での精度向上に向けた対策や課題について考察すること。 

(※「コントロール調査との誤差」とは、同一の調査地点における、基礎調査受託

者が実際計測した樹高等の数値と、コントロール調査チームが計測した樹高

等の数値との差のこと。) 

 

(カ)基礎調査の入力プログラムの改良(実施時期：契約後随時) 

基礎調査については、「森林生態系多様性基礎調査 調査マニュアル(調査野帳様

式を含む(以下「調査マニュアル」という。))」及び「項目別調査点における調査

点設定の基本的考え方及び調査方法」に基づき実施されることから、これらに沿っ

た入力プログラムを改良の上、当該年度の基礎調査各受託者に配布する。また、必
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要に応じ適宜プログラム上の不具合等を修正の上、入力プログラムの改良を行う。

具体的な業務の内容は以下のとおり。 

ａ 現行の入力プログラムの内容について確認すること。 

ｂ 入力プログラムに係る問題点あるいは改善すべき点を提案すること。 

ｃ ｂで提案した問題点等について林野庁と協議の上、改良を行うこと。 

 

(キ)基礎調査の調査マニュアルの改良(実施時期：受託契約後随時) 

調査マニュアルについて、コントロール調査や研修を実施した上で、翌年度の調

査に向けて改善が必要と思われる点について、学識経験者からなる委員会等の意見

も踏まえ、林野庁と協議の上改良を行う。具体的な業務は以下のとおり。 

ａ 現行調査マニュアルの内容について確認すること。 

ｂ 基礎調査受託者や委員会からの指摘を踏まえ、林野庁と協議の後に調査マニュア

ルを改定すること。 

 

(ク)基礎調査受託者へのヘルプデスクの設置・運営(実施時期：契約後速やかに) 

基礎調査に係る労力を軽減し効率性を高めることを目的に、現地調査で発生する

問題点の即時解決を図る仕組みとして、HP 及び電話等での対応を行うヘルプデスク

を設置・運営する。具体的な業務は以下のとおり。 

ａ 基礎調査受託者を対象としたＨＰを開設しメールでの問合せに対応すること。 

ｂ 基礎調査受託者を対象としたヘルプデスクを設置し、平日の時間を限定した電 

話窓口を設置し問合せに対応すること。 

 

(ケ)事業報告書作成(実施時期：毎年度 12 月頃から３月頃) 

ａ (イ)から(ク)の内容を踏まえて、年度最終の委員会において報告書案を提示でき

るように作成すること。 

ｂ 報告書の構成案については年度最終の委員会の前に、林野庁へ提示し、相談する

こと。 

ｃ 最終の委員会での内容を踏まえて必要な修正を行うこと。 

 

(コ)納品及び実績報告書等の経理業務(実施時期：毎年度３月頃) 

ａ 期日(３月上旬で林野庁が別途指定する日)までに、納品及び実績報告書を作成し

提出すること。 

ｂ 実績報告書の作成後、林野庁の確認を受けること。確認に当たっては、本事業に

関連する領収書等の経理関係書類を用意すること。 

 

オ 情報セキュリティ管理 

(ア)本事業に従事する者(従事した者を含む。)は、本事業に関して知り得た個人情報(当

該情報に含まれる氏名、住所等により特定の個人を識別することができるもの(他の
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情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるこ

ととなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を本事業の遂行に使用する以外に使用し、

又は提供してはならない。また、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用してはならない。本事業が終了した後においても同様とする。 

(イ)本事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合

又は個人情報を送信先と共有しなければ本事業の目的を達成することができない場

合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。 

(ウ)本事業に従事する者は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題と

なる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずると

ともに、林野庁に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等に

ついて直ちに報告しなければならない。 

(エ)本事業に従事する者は、本事業が終了したときは、本事業において保有した各種媒体

に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読が不可能な方法により情

報の消去又は廃棄を行うとともに、林野庁より提供された個人情報については、返却

しなければならない。 

 

カ 納品物件(毎年度 3月上旬) 

以下の(ア)～(ウ)を、林野庁に納入すること。納入時期が土曜、日曜、祝祭日の場合

は、その前日までに納品すること。なお、納品物件は電子媒体(CD-R 等)及び林野庁の執

務用・保存用や都道府県への配布用として紙媒体とし、部数については以下のとおりと

する。 

(ア)事業報告書(紙媒体)100 部 

(イ)事業報告書(ＣＤ－Ｒなど電子媒体のもの)２部 

(ウ)解析プログラム(変更が生じた場合等必要に応じて。ＣＤ－Ｒなど電子媒体のもの) 

２部 

      

キ 業務受託に関する留意事項 

(ア)設備と場所 

民間事業者は、本事業を実施するために、調査関係資料を厳重に管理する保管庫、

電話設備、ＦＡＸ、インターネット、パソコン等の必要な設備と場所を用意する。 

(イ)名称の使用等 

民間事業者は、「森林生態系多様性基礎調査」、「森林生態系多様性基礎調査における

精度検証調査」という名称を用いて実査、督促、照会対応等を実施する。なお、この

名称及び林野庁の受託者である旨は、調査客体へ送付する「依頼文」に明記する。 

(ウ)連絡・調整担当者 

民間事業者は、本事業の適切な実施を確保するために、林野庁との連絡・調整を行

う担当者を設置すること。担当者は業務時間内(平日 9：30～18：15)においては、速

やかに連絡・調整が取れる状態を保つこととし、林野庁との連絡・調整は、この担当
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者を経ることとする。 

(エ)研修の実施についての事前了承 

本事業の実施に当たり、コントロール調査を実施する者に対して、実技及び座学に

よる研修をコントロール調査実施前に行うこと。研修内容、スケジュールについては、

事前に林野庁の了承を得ること。なお、基礎調査受託者の調査の精度を向上させるた

め、可能な限り早期に本研修を実施すること。 

(オ)業務の改善策の作成・提出等 

民間事業者は、次のａ又はｂの場合、速やかに業務の改善策(林野庁への提案を含む)

を作成及び提出し、林野庁の承認を得た上で改善策を実施するものとする。 

なお、民間事業者は、改善策の作成、提出及び実施に当たり、林野庁に対して必要

な助言及び協力を求めることができる。 

ａ 民間事業者が業務の実施結果を踏まえ、業務の質の確保、向上を図るため、業務の

改善が必要と判断した場合 

ｂ 林野庁が、８．(１)アに示す報告や２．(１)カに示す納品物件の確認又は業務の実

施状況を検査することにより、業務の質が満たされないことが明らかになり、業務

の改善が必要と判断し、民間事業者に対して業務の改善を求めた場合 

(カ)業務の改善提案 

民間事業者は、業務の質の確保、向上を図るため、業務の実施結果を踏まえた改善

提案(照会対応・督促業務に必要な照会対応事例集等)を林野庁に対して行う。 

 

(２)入札対象事業の実施に当たり確保されるべきサービスの質 

本事業を実施するに当たって、確保されるべき質として求められるものは、以下のと

おりである。なお、林野庁は、質の確保状況について、８．(１)アに示す報告及び２．(１)

カに示す納品物件により随時確認(モニタリング)する。 

ア 現地の状況等を踏まえた効果的な事業の進捗 

積雪等により冬期での基礎調査実施に制約のある地区でのコントロール調査を優先

して実施等の配慮をするなど、林野庁と調整の上、効果的な事業実施に努めること。 

 

イ 「基礎調査受託者研修の質」 

民間事業者が基礎調査受託者を対象とした研修において、研修内容についてのアン

ケート調査を行い、精度向上につながる内容である旨の評価が維持、増加することに

より、研修内容の質の維持・向上が図られること。 

具体的には、別紙３の質問項目を含むアンケートを行い、その回答において、ア(大

変有効であった)及びイ(ある程度有効であった)の合計が、平成 32 年度以降において

前年度より増加、または全体の 75％以上であること。なお平成 31 年度においては別紙

３の質問を含むアンケートを実施することとするが、前段の基準は適用しない。 

 

(３)契約の形態及び支払 
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ア 契約の形態 

    契約の形態は委託契約とする。 

 

イ 委託費の支払方法 

    各年度の委託費の確定額は、委託費で行う業務に要した経費の支出済額と各年度の委

託費の金額のいずれか低い額とする。委託費の支払については、会計法(昭和 22年第 35

号)第 22 条、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 58 条に基づく協議が整っ

た場合において、落札者が決定した後、落札者と林野庁が協議を行い、支払金額・回数

を決定する。 

支払に当たり民間事業者は、８．(１)アに示す報告及び２．(１)カに示す納品物件や

各年度の業務の完了を確認できる書類等を林野庁に提出する。林野庁は、適正かつ確実

な実施がなされたことを確認した後、所定の金額を支払う。 

なお、適正な業務がなされていない場合には、林野庁は民間事業者に対し、再度業務

を行うよう指示するとともに、業務の改善策の作成・提出を求めるものとする。業務の

適正かつ確実な実施が確認できない限り支払は行わない。  

 

３．実施期間に関する事項 

 

委託契約の契約期間は、平成 31 年度中の契約締結日から平成 36 年３月○日までとする。 

 

４．入札参加資格に関する事項 

 

(１)法第 15 条において準用する法第 10条(第 11 号を除く)に抵触しない者であること。 

(２)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐

人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の

理由がある場合に該当する。 

(３)予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者であること。 

(４)平成 28・29・30 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」

に格付されている者であること。 

(５)農林水産省における物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に

基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。 

(６)単独で本事業が担えない場合は、適正に業務を遂行できる共同事業体(本業務を共同して

行うことを目的として複数の民間事業者により構成された組織をいう。以下同じ。)とし

て参加することができる。その場合、入札書類提出時までに共同事業体を結成し、代表者

を定め、他の者は構成員として参加するものとする。また、共同事業体の構成員は、他の

共同事業体の構成員となること、又は、単独で入札に参加することはできない。なお、共

同事業体で入札に参加する場合は、共同事業体結成に関する協定書又はこれに類する書類

を作成すること。 
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(７)本実施要項に記載する事項のとおり役務を実施・完了することができることを証明した者

であること。なお、この場合の証明とは、落札者として決定された民間事業者との間で締

結される法第 20 条第１項の契約(以下「本契約」という。)を締結することとなった場合、

確実に完了期限までに業務を実施・完了することができるとの意思表示を書面により証明

することをいう。 

(８)11．(４)の構成員である外部有識者本人又はこれらの者と資本若しくは人事面において関

連のある事業者でないこと。 

 

５．入札に参加する者の募集に関する事項 

 

(１)入札に係るスケジュール(予定)     

ア 入札公告      平成 30 年 12 月下旬 

イ 入札説明会     平成 31 年１月下旬（※） 

ウ 質問受付期限  平成 31 年２月上旬 

エ 入札書提出期限  平成 31 年３月中旬 

オ 企画書の審査等     平成 31 年３月下旬 

カ 開札及び落札者の決定 平成 31 年３月下旬 

キ 契約締結 平成 31 年４月下旬 

 

 (※入札説明会は、本事業、基礎調査及び森林資源調査データ解析の 3事業について同日内に

順次開催する予定（1日で 3事業の入札説明会を開催）。会場は、東京都、札幌市、大阪市

及び熊本市とし、順次開催していく予定。) 

 
(２)入札の実施手続 

ア 入札説明後の質問受付 

入札公告以降、林野庁において入札説明書の交付を受けた者は、本実施要項の内

容や入札に係る事項について、入札説明会後に、林野庁に対して質問を行うことがで

きる。質問は原則として電子メールにより行い、質問内容及び林野庁からの回答は原

則として入札説明書の交付を受けた全ての者に公開することとする。 

ただし、民間事業者の権利や競争上の地位等を害するおそれがあると判断される

場合には、質問者の意向を聴取した上で公開しないよう配慮する。 

 

イ 提出書類 

民間競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる書類を

別に定める入札公告及び入札説明書に記載された期日と方法により、林野庁まで提出

すること。 

(ア)入札書 

入札金額(入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税
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事業者であるかを問わず、契約期間内全ての本事業に対する報酬総額の 108 分の

100 に相当する金額)を記した書類 

(イ)企画書 

総合評価のための業務運営の具体的な方法及びその質の確保の方法等に関する書

類 

(ウ)資格審査結果通知書 

平成 28、29、30 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書

の写し 

(エ)暴力団排除に関する書類 

法第 15 条において準用する法第 10 条に規定する欠格事由のうち、暴力団排除に

関する規程について評価するために必要な書類 

 

ウ 企画書の内容 

入札参加者が提出する企画書には、６．で示す総合評価を受けるため、次の事項

を記載することとする。 

(ア)実施計画 

(イ)実施体制・設備・環境 

(ウ)組織の専門性、実績、資格 

(エ)コントロール調査従事予定者の研修 

(オ)セキュリティ対策 

(カ)類似業務の実績(森林調査関係等の業務実績) 

(キ)精度向上のための取組 

(ク)補足資料(入札参加者の必要に応じて) 

なお、上記について林野庁が民間事業者の創意工夫による設定を求めている事項

以外についても、民間事業者が創意工夫できる事項については企画書に記載する。 

 

６．落札者を決定するための評価の基準その他の落札者の決定に関する事項 

 
本事業を実施する者(以下「落札者」という。)の決定は、総合評価落札方式によるものと

する。 

落札者決定に当たっての質の評価項目の設定は、「評価項目一覧表」(別紙１)のとおり。

なお、評価は、林野庁内に設置する技術審査委員会において行う。 

 

(１)落札者を決定するための評価の基準 

ア 技術点(得点配分 200 点) 

技術評価は、提出された企画書の内容が、事業の趣旨に沿った実行可能なものであ

るか(必須項目)、また、効果的なものであるか(加点項目)について行い、必須項目審

査の得点(以下「基礎点」という。)と加点項目審査の得点(以下「加点」という。)の
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合計点を技術点とする。    

(ア)基礎点(52 点) 

次の必須項目について審査を行い、その全てを満たしている提案には基礎点 50 点を

与え、その一つでも満たしていない場合は失格とする。   

(イ)加点(148 点満点) 

必須項目の審査で合格になった入札参加者に対して、「評価項目一覧表」(別紙１)上

の「加点」の項目について審査を行う。効果的な実施が期待されているかという観点

から、入札参加者の企画提案を評価することにより加点する。 

評価者は、加点項目ごとに入札参加者の企画書の内容を比較し、各入札参加者に対

して「表１ 審査基準」により０点から３点までを付与する。 

各入札参加者の得点は、各評価者の得点に、重要度に応じた加重を乗じた値とする。 

 

表１ 審査基準 

評価 評価内容 得点 

Ａ 非常に優れている ３ 

Ｂ 優れている ２ 

Ｃ 標準的・普通 １ 

Ｄ 記載なし、又は期待できない ０ 

 

イ 入札価格点(得点配分 100 点) 

入札価格に係る評価点については以下の計算方法により、事業者が提示した入札価格

に応じて得点が計算される。なお、入札価格に係る得点配分は 100 点とする。 

 

(１－入札価格／予定価格)×入札価格に係る得点配分(100 点) 

 

(２)落札者の決定     

ア 落札方式 

次の要件をともに満たしている者のうち、「イ 総合評価点の計算」によって得られ

た数値の最も高い者を落札者とする。 

(ア)入札価格が予定価格の範囲内であること。 

(イ)「評価項目一覧表」(別紙１)に記載される要件のうち必須とされる項目を、全て満

たしていること。 

 

イ 総合評価点の計算 

 総合評価点 ＝       [技術点]           ＋    [入札価格点] 

     ＝ [基礎点(52 点)＋加点(148 点満点)]＋[(１－入札価格／予定価格)×100 点] 

 

ウ その他 
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(ア)必須審査項目を全て満たしている者のうち、予定価格の制限に達した入札金額の入

札がない場合は、直ちに再度の入札を行う。 

(イ)落札予定者となるべき者が２者以上あるときは、くじによって落札者を決定する。

また、落札予定者となるべき者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代

わって入札事務に関係のない林野庁の職員にくじを引かせ落札者を決定する。 

(ウ)林野庁は、落札者が決定したときは、遅滞なく、落札者の氏名又は名称、落札金額、

落札者の総合評価点等について公表するものとする。  

   

(３)初回の入札で落札者が決定しなかった場合の措置     

林野庁は、初回の入札で予定価格の制限の範囲内で入札した者がいないときは、直

ちに再度の入札を行うこととし、これによってもなお落札者となるべき者が決定しな

い場合は、入札条件を見直し、再度入札公告に付することを基本とする。 

再度の入札公告によっても落札者が決定しない場合、又は本事業の実施に必要な期

間が確保できない等、止むを得ない場合は、別途、本事業の実施方法を検討すること

とし、その検討結果及び理由を公表するとともに、官民競争入札等監理委員会に報告

するものとする。 

 

７．入札対象事業に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項  

 
本事業における従来の実施状況に関する情報の開示については、「従来の実施状況に関す

る情報の開示」(別紙２)のとおりとする。なお、情報の開示を行う項目は以下のとおり。 

(１)従来の実施に要した経費 

(２)従来の実施に要した人員 

(３)従来の実施に要した施設及び設備 

(４)従来の実施における目的の達成の程度 

(５)従来の実施方法等 

 

８．民間事業者が林野庁に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その

他本事業の適正かつ確実な実施の確保のために民間事業者が講ずべき事項 

 

(１)民間事業者が報告すべき事項 

ア 報告等    

２．(２)で設定したサービスの質の確保がなされていることを確認するため、民間

事業者は、次の(ア)～(エ)について林野庁に報告すること。また林野庁は、報告を

受け、本事業の適正かつ確実な実施を確保するため、必要に応じ民間事業者との情

報交換の場を設けるものとする。 

(ア)コントロール調査で判明した事実等の中で重要なものについての報告(随時) 

(イ)コントロール調査の実施状況(四半期毎) 
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(ウ)勤務体制(受託後１ヶ月以内) 

業務担当者の配置実績及び勤務体制表 

コントロール調査実施にかかる人員の管理体制、管理責任者等の体制を報告 

(エ)２（１）カに掲げる納品物件 

平成 31 年度調査：平成 32 年３月○日 

平成 32 年度から平成 35年度：当該年度の３月○日 
 

イ 調査 

林野庁は、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために、必要があると認めると

きは法第 26 条第１項に基づき、民間事業者に対して、必要な報告を求め、又は事務所

等に立ち入り、実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係

者に質問することができる。 

立入検査をする林野庁の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第 26条第１項

に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を

携行し、関係者に提示することとする。  

   

ウ 指示    

林野庁は、本事業を適正かつ的確に実施させるために、必要があると認めるときは、

民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。なお、林野

庁は、上記によらず、業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、指示を行

うことができるものとする。 

 

(２)秘密を適正に取り扱うために必要な措置     

民間事業者は、本事業に関して林野庁が開示した情報等(公知の事実等を除く。)及

び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そ

のための必要な措置を講ずること。民間事業者(その者が法人である場合にあっては、

その役員)若しくはその職員、その他の本事業に従事している者又は従事していた者は

業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、

又は盗用した場合には、法第 54 条により罰則の適用がある。 

なお、当該情報等を本事業以外の目的に使用又は第三者に開示してはならない。 

 

(３)契約に基づき民間事業者が講ずべき措置     

ア 委託業務の開始及び中止    

(ア)委託業務の開始 

民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本事業を開始

しなければならない。 

(イ)本事業の中止 

民間事業者は、やむを得ない事由により、本事業を中止しようとするときは、あら
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かじめ、林野庁の承認を受けなければならない。 

   

イ 公正な取扱い    

(ア)民間事業者は、本事業におけるコントロール調査対象者を具体的な理由なく区別し

てはならない。   

(イ)民間事業者は、本事業で扱うデータについて、自らが行う他の事業の利用の有無に

より区別してはならない。 

 
ウ 金品等の授受の禁止    

民間事業者は、本事業において金品等を受け取ること又は与えることをしてはなら

ない。 

 

エ 宣伝行為の禁止    

(ア)本事業の宣伝 

民間事業者及び本事業に従事する者は、林野庁や基礎調査の名称やその一部を用い、

本事業以外の自ら行う業務の宣伝に利用すること(一般的な会社案内資料において列

挙される事業内容や受注業務の１つとして事実のみ簡潔に記載する場合等を除く。)

及び当該自ら行う業務が基礎調査及び本事業の業務の一部であるかのように誤認させ

るおそれのある行為をしてはならない。 

(イ)自らが行う事業の宣伝 

民間事業者は、本事業の実施に当たって、自らが行う事業の宣伝を行ってはならな

い。 

 

オ 法令の遵守 

民間事業者は、本事業を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくて

はならない。 

 

カ  安全衛生 

民間事業者は、本事業に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、

責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。 

 

キ 記録及び帳簿    

民間事業者は、実施年度ごとに本事業に関して作成した記録や帳簿書類を、翌年度

より５年間保管しなければならない。 

    

ク 権利の譲渡    

民間事業者は、原則として、本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者

に譲渡してはならない。    
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ケ 権利義務の帰属等    

(ア)印刷物の制作上で発生した著作権及び電子データ等の所有権は林野庁に帰属する。 

(イ)民間事業者は、本事業の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、林野庁

の承認を受けなければならない。    

 
コ 契約によらない自らの事業の禁止    

民間事業者は、本事業を実施するに当たり、林野庁の許可を得ることなく自ら行う

事業又は林野庁以外の者との契約(林野庁との契約に基づく事業を除く。)に基づき実

施する事業を行ってはならない。 

 

サ  取得した個人情報の利用の禁止 

民間事業者は、本事業によって取得した個人情報を、自ら行う事業又は林野庁以外

の者との契約(本事業を実施するために締結した他の者との契約を除く。)に基づき実

施する事業に用いてはならない。 

 

シ  再委託の取扱い   

(ア)全部委託の禁止 

民間事業者は、本事業の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。 

(イ)再委託の合理性等 

民間事業者は、本事業の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原

則としてあらかじめ企画書において、再委託に関する事項(再委託先の住所・名称、再

委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業

務履行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法)について記載しなければならない。 

(ウ)契約後の再委託 

民間事業者は、契約後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関

する事項を明らかにした上で林野庁の承認を受けなければならない。 

(エ)再委託先からの報告 

民間事業者は、上記（ウ）により再委託を行う場合には再委託先から必要な報告を

徴収することとする。 

(オ)再委託先の義務 

再委託先は、上記８．(２)及び(３)イからサまでに掲げる事項について、民間事業

者と同様の義務を負うものとする。 

(カ)民間事業者の責任 

再委託先の事業者の責めに帰すべき事由は、民間事業者の責めに帰すべき事由とみ

なして、民間事業者が責任を負うものとする。 
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ス 契約内容の変更    

民間事業者及び林野庁は、本事業の更なる質の向上の推進又はその他やむを得ない

事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、

それぞれの相手方の承認を受けた上、法 21 条に定める手続きを経なければならない。

  

 

セ 契約の解除 

林野庁は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがで

きる。 

(ア)法第 22 条第１項第１号イからチ又は同項第２号に該当するとき。 

(イ)暴力団員を業務統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき。 

(ウ)暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明ら

かになったとき。   

 
ソ  契約解除時の取扱い    

(ア)契約解除時の委託報酬の支払 

上記セに該当し、この契約に違反した場合には、契約を解除し、又は変更し、及び

既に支払った金額の全部又は一部の返還を民間事業者に請求することができる。 

(イ)契約解除時の違約金と本事業の完了 

（ア）に該当する場合、民間事業者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を

違約金として林野庁が指定する期日までに納付するとともに、林野庁との協議に基づ

き、本事業の処理が完了するまでの間、責任を持って当該処理を行わなければならな

い。 

(ウ)延滞金 

林野庁は、民間事業者が前項の規定による金額を国の指定する期日までに支払わな

いときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年

100 分の５の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。 

(エ)損害賠償 

林野庁は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることが

できる。 

 

タ 不可抗力免責 

落札事業者は、上記事項にかかわらず、不可抗力により委託事業の全部又は一部の

履行が遅延しまたは不能となった場合は当該履行遅延または履行不能による責任を負

わないものとする。 

 

チ 契約の解釈    

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と林野庁が協
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議するものとする。    

 

９．本事業を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合における損害賠償に関

して民間事業者が負うべき責任等 

 
本契約を履行するに当たり、民間事業者が、故意又は過失により第三者に損害を加えた場

合における、当該損害に対する賠償等については、次に定めるところによるものとする。 

 

(１)民間事業者に対する求償 

林野庁が国家賠償法(昭和22年法律第125号)第１条第１項等に基づき当該第三者に

対する賠償を行ったときは、林野庁は民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害

賠償額(当該損害の発生について林野庁の責めに帰すべき理由が存する場合は、林野庁

が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができ

る。 

 

(２)林野庁に対する求償 

民間事業者が民法(明治 29 年法律第 89 号)第 709 条等に基づき当該第三者に対する

賠償を行った場合であって、当該損害の発生について林野庁の責めに帰すべき理由が

存するときは、当該民間事業者は林野庁に対し、当該第三者に支払った損害賠償額の

うち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。

   

(３)その他 

ア 民間事業者が本契約に違反したことによって、又は民間事業者(その者が法人である場

合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の本契約の履行に従事する者が故意

若しくは過失によって林野庁に損害を与えたときは、民間事業者は、林野庁に対する

当該損害の賠償の責めに任じなければならない。 

 

  イ 民間事業者は、民間事業者の責に帰すべき事由により、「２．(１)カ 納品物件」に定

める納入期限を遅延したときは、遅延金として納入期限の翌日から履行完了までの遅

延日数１日につき契約金額の年 100 分の５の割合で計算した額を林野庁の指定する期

間内に納付しなければならない。 

 

10．対象公共サービスの評価に関する事項 

 
(１)実施状況に関する調査の時期     

林野庁は、総務大臣が行う評価の時期(平成 35 年６月を予定)を踏まえ、当該業務の

実施状況については、平成 35年３月末時点における状況を調査するものとする。 
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(２)調査の実施方法     

林野庁は、８．(１)の報告等を基に、下記(３)の調査項目について必要な調査を行

い、従来の実績と比較考量すること等により、質の維持向上が達成されたかを評価す

る(数値的な比較が可能な項目については定量的に評価する。)。あわせて経費削減が

達成されたかを確認する。 

 

(３)調査項目    

ア ８．(１)ア(ア)～(エ)に掲げる項目 

イ 実際に業務の実施に要した経費     

ウ その他必要な事項 

 
(４)意見聴取等     

林野庁は、本事業の実施状況等の調査を行うに当たり、必要に応じ、民間事業者及

び調査客体から直接意見の聴取等を行うことができるものとする。  

 

(５)実施状況等の提出 

林野庁は、本事業の実施状況等について、10．(１)に示す評価を行うため、平成 35 

年５月を目途に総務大臣及び官民競争入札等監理委員会へ提出するものとする。 

 

11．その他本事業の実施に際し必要な事項 

 
(１)本事業実施状況等の監理委員会への報告及び公表 

林野庁は、民間事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、業務

終了後に官民競争入札等監理委員会へ報告するとともに、法第 26 条及び第 27 条に基

づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由

並びに結果の概要を官民競争入札等監理委員会へ報告することとする。  

  

(２)林野庁の監督体制     

本契約に係る監督は、契約担当官等が自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その

他の適切な方法によって行うものとする。本事業の実施状況に係る監督は、８．によ

り行うこととする。 

 

(３)主な民間事業者の責務     

ア 法第 25 条第２項の規定により、本事業に従事する者は、刑法(明治 40年法律第 45 号)

その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。 

 

イ 法第 54 条の規定により、本事業の実施に関し知り得た秘密を漏らし、又は盗用した

者は、１年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処される。 
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ウ 法第 55 条の規定により、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし

た者、あるいは指示に違反した者は、30 万円以下の罰金に処される。

エ 法第 56 条の規定により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他

の従業者が、その法人又は人の業務に関し、法第 55 条の違反行為をしたときは、行

為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑が科される。

オ 会計検査について民間事業者は、会計検査院法(昭和 22 年法律第 73 号)第 23 条第１

項第７号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同

法第 25 条及び第 26条により、同院の実地の検査を受け、又は同院から資料・報告等

の提出を求められ、若しくは質問を受ける場合がある。

カ 本事業の実施に関し、民間事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第

57 号)その他関係法令を遵守するものとする。

(４)評価委員会の開催

林野庁は、本事業の実施状況の評価等を行うに当たり、専門的技術的知見を得るた

めに、林野庁及び外部有識者を構成員とする評価委員会を開催することとする。 
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別紙１　評価項目一覧表（精度検証事業）

(

必
須

）

基
礎
点

加
点

加
重

１　実施計画

実施計画（作業方針、作業フロー、スケジュール）は、林野庁が示す要件が満たされている
か（※）

基本的な調査実施計画 7 － －

☆
作業フローやスケジュールについて、効率的に業務を実施するための工夫が示されている
か

効率化 － 9 3

２　実施体制

本業務を遂行可能な体制・人員が確保されているか、人員補助体制が確立されているか、
なお、再委託をする業務がある場合、再委託の業務内容・業者が明確に示されているか

5 － －

調査員及び林野庁との緊急連絡体制が確立されているか 4 － －

本業務を実施する場所、設備環境（調査データの保管場所、電話、ＦＡＸ、インターネット等）
について十分な体制が用意されているか

基本的な設備環境 4 － －

☆
本業務の各工程において、森林資源関連の分析業務に複数回従事した実績のある責任者
を適正に配置しているか

－ 9 3

林野庁からの要望等に、迅速・柔軟に対応できる体制が整っているか（経験・能力に見合っ
た配置、作業量に見合った増員）

－ 6 2

業務遂行に当たり、森林・林業関係の知識(用語、業界をめぐる情勢等の知識）を有する職
員を有しているか

専門性を有する職員の有無 4 － －

☆
大容量データの分析に複数回従事した実績のある者や、森林での現場を熟知している者を
配置しているか

処理能力 － 9 3

類似事業の受託実績（数万単位以上のデータの処理や解析、森林資源情報に関する調査
等）があり、組織又は本業務従事予定者に専門知識・ノウハウ等があるか

実務実績の有無 － 6 2

技術士（森林部門）など森林資源の把握に関する資格を有している者を業務執行体制の人
員に適切に配置しているか

資格の有無 － 6 2

業務担当者等に対する教育（研修）のプログラム概要が、次の２点を含む内容であること
①森林生態系多様性基礎調査の概要及びこれまでのデータの特性について（座学で1日以
上）
②現地調査マニュアルと現場での応用について（現地研修については1日以上）

基本的な教育・研修 4 － －

☆ 受託事業者に対する研修の方法や研修時間などについて、工夫が示されているか － 9 3

☆
教育（研修）プログラムについて、調査（調査項目）の特徴や特性が理解される工夫が示さ
れているか

－ 6 2

コントロール調査従事者に対する研修について、研修方法や研修時間などについて工夫が
されているか

ー 6 2

実施要項２．（１）オに示す「情報セキュリティ管理」を確保する体制となっているか 3 － －

コントロール調査での事業体ごとのデータについての情報の扱いについて配慮がされてい
るか。

3 － －

調査データについて、具体的な位置や希少種の有無についての情報の扱いについて配慮
がされているか

3 － －

３　個別業務の実施方法

コントロール調査を行う者の選定方法（有資格者や業務経験の状況）やそれらの者への研
修計画等により、コントロール調査実施者の質が確保されているか

正確性の向上 4 － －

☆ コントロール調査が効率よく実施されるよう工夫がされているか 効率性 － 6 2

☆ コントロール調査結果の特性をどのようにとらえているか － 9 3

精度が低い団体の特徴の抽出方法は適切か － 6 2

☆ 精度向上のための課題をどのように選定しているか 改善に向けた着眼点 － 9 3

森林生態系多様性基礎調査現地調査マニュアルの改良への活用がされているか 調査結果の活用 － 6 2

精度向上に向けた取り組みについてどのように提示しているか 改善策の方向性 4 － －

受託事業体向けヘルプデスク運営内容は適切か 4 － ー

☆ ヘルプデスクへの問い合わせ内容を現地調査マニュアル改善にどのように活用しているか － 6 2

☆ 委員の選定の観点は適切か 効果的な有識者の助言 － 6 2

委員会の回数や時期は適切か ー 6 2

同種の委員会運営の経験はあるか － 6 2

3.5 事業報告書の作成 コントロール調査結果や委員会指摘が適切に反映されているか 効果的なとりまとめ 3 － ー

４　その他

4.1
上記項目以外の創
意工夫等

☆
上記の他、業務を効果的・効率的に実施するための創意工夫等が示されているか（事業全
体の見直しに関する提案も含む）

その他の工夫・取組 － 12 4

５ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標

得点配分

効果的な教育・研修

2.3 教育・研修

基本的なセキュリティ
情報セキュリティ対
策

2.4

3.1
コントロール調査
の実施

評価項目

新
規
性
･
創
造
性

2.1
実施体制
設備・環境

知識を有する者の配置と
体制の柔軟性

1.1

評価の観点

実施計画

3.3
ヘルプデスクの対
応

現地調査マニュアルの利
便性の向上

委員会の運営

解析の着眼点

効率的な事業運営

3.4

精度向上に向けた
提案

3.2

中
項
目

基本的な組織体制

企
画
書
頁
番
号

大
項
目

専門性・能力2.2
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(

必
須

）

基
礎
点

加
点

加
重

得点配分

評価項目

新
規
性
･
創
造
性

評価の観点
中
項
目

企
画
書
頁
番
号

大
項
目

5.1

ワーク・ライフ・バラ
ンス等の推進に関
する認定等取得状
況

☆

a.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）（女性活躍推
進法）に基づく認定（えるぼし認定企業）
・１段階目（※①）　4点
・２段階目（※①）　8点
・３段階目　10点
・行動計画（※②）　4点
※①　労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。
※②　女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用
する労働者の数が300人以下のもの）に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定
している場合のみ）。

b.次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）（次世代法）に基づく認定（くるみん
認定企業・プラチナくるみん認定企業）・
・くるみん（旧基準）（※③）　4点
・くるみん（新基準）（※④）　4点
・プラチナくるみん　8点
※③　旧くるみん認定マーク（次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省
令（平成29年厚生労働省令第31号）による改正前の認定基準又は同附則第２条第３項の
規定による経過措置により認定）。
※④　新くるみん認定マーク（次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省
令（平成29年厚生労働省令第31号）による改正後の認定基準により認定）。

c.青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和45年法律第98号）（若者雇用促進法）に基づく
認定
・ユースエール認定　8点

（複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。）

ワーク・ライフ・バランス等
推進企業を評価する※
「女性の活躍推進に向け
た公共調達及び補助金
の活用に関する取組指針
に基づく取組の実施につ
いて（依頼）」（内閣府男
女共同参画局長通知（平
成29年4月28日一部改
正）)を参照のこと。

－ 10

※実施要項の２．（１）エの業務内容を参照。 52 148

☆　創造性・新規性等を求める項目 100 100

上記以外の項目 100 52 48

技術点合計 200 52 148
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別紙２　従来の実施状況に関する情報の開示

１ 従来の実施に要した経費 (単位：千円)

常勤職員

非常勤職員

物件費

委託費定額部分 27,540 27,540 27,540

成果報酬等

旅費その他

計(a) 27,540 27,540 27,540

減価償却費

退職給付費用

間接部門費

(a)+(b) 27,540 27,540 27,540

(注記事項)
平成27年度～29年度（民間委託）
1．本業務は、国庫債務負担行為を設定し、平成26年度から平成30年度までの５年間を契約期間としている。

2．本業務は、平成22年度から総合評価落札方式により民間事業者に委託している。

3．各年度とも調査内容はほぼ同じである。

4．委託費の積算には、調査に係る人件費、旅費、通信運搬費などが含まれる。

5．当該事業の具体的な委託費の内訳及び要した人員の実績、人員体制のイメージについてはP○○を参照

※　本資料は「従来の実施状況に関する情報の開示」であるため、平成26年～平成30年度までに実施した
　　前期調査に要した経費を開示したものである。そのため、本実施要項２．（１）エ（ケ）及び（コ）などの
　　前期調査で実施していない業務にかかる経費は含まれていない。

参
考
値

(

b

)

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

人件費

委託費等
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　　２　従来の実施に要した人員 （単位：人）

常勤職員

非常勤職員

(業務従事者に求められる知識・経験等）

(業務の繁閑の状況とその対応）

（注記事項）

平成27年度～29年度（民間委託）
○　委託先の民間事業者は一般競争入札（総合評価落札方式）にて決定後、委託契約により実施。

平成２７年度 平成２８度 平成２９年度

－ － －

1．夏から冬にかけてコントロール調査で全国十数箇所を巡回するため、巡回ルートを効率よく設定。調査結果の集
計分析について、複数回行われる委員会で助言や指摘を受けるため、欠席委員へも資料送付だけでなく意見等を
求めて、最終委員会での円滑なとりまとめに努める。
2．常勤職員については、毎月の配置状況は変わらない。

－ － －

当事業の実施に当たっては、基礎調査の調査結果に対する精度検査（コントロール調査）の実施と研修等も含めた
技術的な指導、現地調査での問題点の即時解決を図るためのヘルプデスクの設置や調整等を行うことから、植生
に関する専門的な知識を有し、森林調査（地上立木等）業務従事の経験がある者を含む森林に関する専門家で
あって、コントロール調査実施能力・技術力を有する者、及びヘルプデスクにおける専門的技術指導が可能な能
力・技術力を有する者を適切に配置すること。
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　　３　従来の実施に要した施設及び設備

　　

　　４　従来の実施における目的の達成の程度

前年度
値

実績値 改善率
前年度

値
実績値 改善率

前年度
値

実績値 改善率

１．平成27年度～29年度【民間事業者】
　○民間事業者において準備した。
　　　【内勤】
　　　　資料等保管庫、電話設備、ＦＡＸ、インターネット、パソコン、コピー機、プリンタ、シュレッダー、ＨＤＤ、書庫、
         机・いす等。
　　　【外勤】
　　　　ＧＰＳ受信機、地図、測桿、超音波測高器、直径巻尺、輪尺、巻尺、クリノメーター、測量赤白ポール、
　　　　標識テープ、ナイロン製ロープ、中心杭、円周杭、関数電卓、デジタルカメラ、木材用チョーク、
　　　　ナンバーテープ、ポケット植物図鑑等参考図書、基礎調査マニュアル、野帳、前期調査野帳、筆記用具、
　　　　電池、ほか現地調査に必要な器具等
　○施設
　　　民間事業者事務室一角

　○　事業を実施するために必要となる施設及び設備は、受託者において準備する必要がある。なお、上記のうち
【内勤】については実施要項の２．（１）エの業務の詳細な内容を踏まえた数量が必要であり、また【外勤】について
は、コントロール調査人員は複数名～十名程度であり、これを踏まえた数量が必要となる

（注記事項）
○精度検証事業に関する目標設定は、行っていない。

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
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　５　従来の実施方法等

従来の実施方法（業務フロー図等）

（注記事項）

○　業務フロー図については別添のとおり。

＜平成27年度～29年度＞
精度検証事業について
　受託事業体について精度検証の方法等について委員会での有識者の発言を踏まえ、コントロール調査での確認
項目の修正や基礎調査受託事業体への研修時における研修内容の改善等の指導、忠告をしてきたところ。また、
基礎調査受託事業体について精度向上に向けた指摘（コントロール調査との誤差率が高い項目についての調査
方法の改善等）等を行ってきたところ。
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（別添）
精度検証事業の業務フロー図
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(参考）

　　

１．委託費の内訳（H29年度）
（単位：千円）

金額

直接費 19,131

　うち人件費 14,015

　うち旅費 1,112

　うち再委託費 0

間接費 8,409

総計 27,540

※直接費には人件費、旅費、再委託費のほか、消耗品費等の費用を含む

２．従来の実施に要した人員（H29年度）
（単位：人日）

人員数 462

３．人員体制イメージ

森林生態系多様性基礎調査における精度検証調査事業について
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（別紙３） 

森林生態系多様性基礎調査研修アンケートの項目について 

森林生態系多様性基礎調査の受託者に対する研修におけるアンケート調

査については以下の項目を必ず設けること。 

問：本研修の内容は、森林生態系多様性基礎調査の現地調査における

調査精度の維持・向上にどれくらい有効であったか、以下の中か

ら該当するものに○をつけてください。 

ア 大変有効であった。

イ ある程度有効であった。

ウ どちらかというと有効であった。

エ どちらかというと有効でなかった。

オ 有効でなかった。
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